
平成

（
三山

年 月 日 金曜日

流
○
教青山山

山 口 県

や山秋山山甲

報

○
公山山 毎

（号 外 ）

〇
二
）
山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク
条
例
（
平

域
下
水
道
に
係
る
指
定
管
理
者
の
公

委
公
告

年
の
家
に
係
る
指
定
管
理
者
の
公
募

口
県
秋
吉
台
少
年
自
然
の
家
に
係
る

口
県
ふ
れ
あ
い
パ
ー
ク
に
係
る
指
定

公

ま
ぐ
ち
県
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
に

口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に
に
係

吉
台
国
際
芸
術
村
に
係
る
指
定
管
理

口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察
公
園
に

口
県
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
に
係
る

種
漁
港
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の

目

次

告口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク
に
係
る
指
定

口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指

週
火
・
金
曜
日
発
行

に
係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に

成
七
年
山
口
県
条
例
第
二
号
。

募
に
係
る
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等

に
係
る
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等
…
…

指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時

管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及

告

係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募

る
指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の

者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及
び
方

係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募

指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時

公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等

管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及

定
管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期係

る
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

（
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

期
及
び
方
法
等
…
…
…
…
…
一
三

び
方
法
等
…
…
…
…
…
…
…
一
四

の
時
期
及
び
方
法
等

（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
三

時
期
及
び
方
法
等

（
文
化
振
興
課
）
…
…
…
四

法
等
（
文
化
振
興
課
）
…
…
…
五

の
時
期
及
び
方
法
等

（
自
然
保
護
課
）
…
…
…
六

期
及
び
方
法
等

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
七

（
漁
港
漁
場
整
備
課
）
…
…
…
八

び
方
法
等
（
政
策
企
画
課
）
…
…
…
一

及
び
方
法
等（
国
際
課
）
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

法
人
等
の
代
表
者
が
暴

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で

２

所
得
税
又
は
法
人
税

３

民
事
再
生
法
（
平
成

又
は
会
社
更
生
法
（
平

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

主
た
る
事
務
所
を
県
内

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

で
な
い
こ
と
。

三

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る

い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要

る
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体

れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

法
人
等
（
法
人
格
を
有

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

１

地
方
自
治
法
施
行
令

第
二
項
に
規
定
す
る
者

条
例
第
四
条
第
二
項
の

と
。条

例
第
五
条
の
許
可
を

条
例
第
七
条
の
規
定
に

と
。施

設
及
び
設
備
の
維
持

二

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
次

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七

一

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理

条
例
第
三
条
各
号
に
掲

力
団
員
（
法
第
二
条
第
六
号
に
規

な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過

、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て

十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

。に
有
し
て
い
る
こ
と
。

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

関
す
る
事
項

こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ

件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

（
以
下
「
共
同
体
」
と
い
う
。
）

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
）
と

し
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

で
あ
る
こ
と
。

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

で
な
い
こ
と
。

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
使

す
る
こ
と
。

よ
り
、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク
に
係
る

の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

日

山
口

に
関
す
る
事
務
の
内
容

げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
知
事

一

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下

し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等

い
な
い
こ
と
。

に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立

に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

の
他
の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」

（
複
数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い

す
る
。

代
表
者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又

用
日
又
は
使
用
時
間
を
変
更
す
る

り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む

日
ま
で
の
間

指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募

県
知
事

二

井

関

成

が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
。

同」 てて十） とれずいは ここ の

公

告



平成 年 月 日 金曜日 山 口

六

県 報

四五

（号 外 ）

穂
二
島
一
○
六
二
番
地

山
口
県

行
う
。

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務
委
託
に

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

公
募
に
係
る
応
募
を
し
よ
う
と

口
県
規
則
第
五
十
五
号
）
第
三
条

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

策
企
画
課
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を
平
成
二

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で
な
い
こ

募
集
要
項
の
配
布

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

山
口
県
に
お
け
る
地
方
自
治
法

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

で
な
い
こ
と
。

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構

セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク
管
理
・
理
科

務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係

係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措

審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
指

総
合
政
策
部
政
策
企
画
課
（
電
話

す
る
も
の
は
、
山
口
県
セ
ミ
ナ

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

持
参
し
、
又
は
書
留
に
よ
り
郵

ら
な
い
。

ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
の
間

十
二
年
九
月
二
十
七
日
（
月
曜

と
。

県
総
合
政
策
部
政
策
企
画
課

ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
の
間

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

の
指
定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
公

研
修
棟
二
階
交
歓
室
に
お
い
て

る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
又

置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を

定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

〇
八
三

九
三
三

二
四
二

ー
パ
ー
ク
規
則
（
平
成
七
年
山

記
載
し
た
事
業
計
画
書
及
び
同

送
し
て
山
口
県
総
合
政
策
部
政

日
）
午
前
十
時
か
ら
山
口
市
秋

と
。

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二

の
公
正
な
手
続
を
妨
げ
た
も
の

指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と

募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の
構

で
な
い
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令

第
二
項
に
規
定
す
る
者

２

所
得
税
又
は
法
人
税

３

民
事
再
生
法
（
平
成

又
は
会
社
更
生
法
（
平

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

事
務
所
又
は
事
業
所
を

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

三

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る

い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要

る
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体

れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

法
人
等
（
法
人
格
を
有

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

一

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理

条
例
第
三
条
第
二
項
の

と
。条

例
第
四
条
の
許
可
を

条
例
第
七
条
の
規
定
に

と
。施

設
及
び
設
備
の
維
持

二

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

（
三
〇
三
）
山
口
県
国
際
総
合

等

山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

募
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

で
な
い
こ
と
。

、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て

十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

。県
内
に
有
し
て
い
る
か
、
又
は
設

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

関
す
る
事
項

こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ

件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

（
以
下
「
共
同
体
」
と
い
う
。
）

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
）
と

し
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

で
あ
る
こ
と
。

に
関
す
る
事
務
の
内
容

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
使

す
る
こ
と
。

よ
り
、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の

条
例
（
平
成
八
年
山
口
県
条
例
第

、
山
口
県
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
に

て
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

日

山
口

）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又

い
な
い
こ
と
。

に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立

に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立

置
す
る
予
定
が
あ
る
こ
と
。

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

日
ま
で
の
間

の
他
の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」

（
複
数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い

す
る
。

代
表
者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

用
日
又
は
使
用
時
間
を
変
更
す
る

り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む

公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及
び
方

一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。

係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る

県
知
事

二

井

関

成

二

はてて十） とれずい ここ 法）応



平成 年 月 日 金曜日

六

山 口 県

五

報

四

（号 外 ）

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務
委
託
に

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

観
光
交
流
局
国
際
課
に
提
出
し
な

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を
平
成
二

町
三
丁
目
三
番
一
号

山
口
県
国

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し
よ
う
と

山
口
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
三

の
で
な
い
こ
と
。

山
口
県
に
お
け
る
地
方
自
治
法

定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
公
正

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で
な
い
こ

募
集
要
項
の
配
付

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

指
定
を
請
負
と
み
な
し
た
場
合

十
二
条
の
二
、
第
百
四
十
二
条

む
。
）
又
は
第
百
八
十
条
の
五
第

係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措

審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
指

を
持
参
し
、
又
は
書
留
に
よ
り

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
の
間

十
二
年
十
月
六
日
（
水
曜
日
）

際
総
合
セ
ン
タ
ー
八
階
八
〇
四

務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係

県
地
域
振
興
部
観
光
交
流
局
国

ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
の
間

す
る
も
の
は
、
山
口
県
国
際
総

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項

な
手
続
を
妨
げ
た
も
の
で
な
い

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
公

と
。

（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

に
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

（
同
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に

六
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
こ
と

置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
又

置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を

定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

郵
送
し
て
山
口
県
地
域
振
興
部

午
後
二
時
か
ら
下
関
市
豊
前
田

会
議
室
に
お
い
て
行
う
。

る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

際
課

合
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
八
年

を
記
載
し
た
事
業
計
画
書
及
び

に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指

こ
と
。

指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と

募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の
構

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

と
。

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

と
な
る
者
を
構
成
員
と
す
る
も

第
二
項
に
規
定
す
る
者

２

所
得
税
又
は
法
人
税

い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要

る
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体

れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

山
口
県
県
民
活
動
促
進

る
県
民
活
動
団
体
で
あ
る

法
人
等
（
法
人
格
を
有

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

１

地
方
自
治
法
施
行
令

条
例
第
五
条
第
二
項
の

こ
と
。

条
例
第
六
条
の
規
定
に

施
設
及
び
設
備
の
維
持

二

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

三

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る

う
。
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定

公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及
び

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七

一

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理

条
例
第
三
条
各
号
に
掲

条
例
第
四
条
第
二
項
の

に
閉
館
す
る
こ
と
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山

三
四
〇
）
に
問
い
合
わ
せ

（
三
〇
四
）
や
ま
ぐ
ち
県
民
活

び
方
法
等

山
口
県
県
民
活
動
支
援
セ
ン

で
な
い
こ
と
。

、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て

件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

（
以
下
「
共
同
体
」
と
い
う
。
）

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
）
と

条
例
（
平
成
十
四
年
山
口
県
条
例

こ
と
。

し
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

で
あ
る
こ
と
。

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開

よ
り
、
や
ま
ぐ
ち
県
民
活
動
支
援

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

関
す
る
事
項

こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ

に
よ
り
、
や
ま
ぐ
ち
県
民
活
動
支

方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公

日

山
口

に
関
す
る
事
務
の
内
容

げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号

口
県
地
域
振
興
部
観
光
交
流
局
国

る
こ
と
。

動
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管

タ
ー
条
例
（
平
成
十
四
年
山
口
県

三

い
な
い
こ
と
。

（
複
数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い

す
る
。

第
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

代
表
者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又

館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す

セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

日
ま
で
の
間

の
他
の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」

援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者

告
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨

際
課
（
電
話
〇
八
三

九
三
三

理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期

条
例
第
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と

れずすいは ると の時 二及い
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六

山 口

四五

県 報 （号 外 ）

田
町
一
番
八
〇
号

や
ま
ぐ
ち
県

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県

公
募
に
係
る
応
募
を
し
よ
う
と

十
四
年
山
口
県
規
則
第
九
号
）
第

び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間

平
成
二
十
二
年
十
月
十
二
日
か

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を
平
成
二

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で
な
い
こ

募
集
要
項
の
配
布

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

山
口
県
に
お
け
る
地
方
自
治
法

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

で
な
い
こ
と
。

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構

３

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

主
た
る
事
務
所
を
県
内
に
有
し

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
（
電
話

す
る
も
の
は
、
山
口
県
県
民
活

三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

類
を
持
参
し
て
山
口
県
環
境
生

ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間

十
二
年
九
月
二
十
八
日
（
火
曜

と
。

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
の
間

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

の
指
定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
公

法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基

て
い
る
こ
と
。

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴

（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

て
行
う
。

〇
八
三

九
三
三

二
六
一

動
支
援
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成

項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書
及

活
部
県
民
生
活
課
に
提
出
し
な

日
）
午
後
二
時
か
ら
山
口
市
神

と
。

七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二

の
公
正
な
手
続
を
妨
げ
た
も
の

指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と

募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の
構

づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

３

民
事
再
生
法
（
平
成

い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要

る
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体

れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

法
人
等
（
法
人
格
を
有

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

１

地
方
自
治
法
施
行
令

第
二
項
に
規
定
す
る
者

２

所
得
税
又
は
法
人
税

条
例
第
六
条
の
許
可
を

条
例
第
八
条
の
規
定
に

と
。施

設
及
び
設
備
の
維
持

二

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

三

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七

一

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理

条
例
第
三
条
各
号
に
掲

条
例
第
四
条
第
二
項
の

館
す
る
こ
と
。

条
例
第
五
条
第
二
項
の

こ
と
。

四
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

（
三
〇
五
）
山
口
県
民
文
化
ホ

方
法
等

山
口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
条
例

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

応
募
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ

十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

（
以
下
「
共
同
体
」
と
い
う
。
）

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
）
と

し
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

で
あ
る
こ
と
。

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

で
な
い
こ
と
。

、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て

す
る
こ
と
。

よ
り
、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

関
す
る
事
項

こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ

日

山
口

に
関
す
る
事
務
の
内
容

げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
掲

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開

と
。

ー
ル
い
わ
く
に
に
係
る
指
定
管
理

（
平
成
八
年
山
口
県
条
例
第
二
号

山
口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

い
て
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立

（
複
数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い

す
る
。

代
表
者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又

い
な
い
こ
と
。

り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む

日
ま
で
の
間

の
他
の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」

県
知
事

二

井

関

成

げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に

館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す

者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及

。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

に
係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に
係

四

て れずいは こと 閉る び十る
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平
成
二
十
二
年
十
月
十
二
日
か

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を
平
成
二

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し
よ
う
と

県
規
則
第
七
十
四
号
）
第
三
条
第

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
持

振
興
課
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

期
間

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で
な
い
こ

募
集
要
項
の
配
布

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口

期
間

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

指
定
を
請
負
と
み
な
し
た
場
合

十
二
条
の
二
、
第
百
四
十
二
条

む
。
）
又
は
第
百
八
十
条
の
五
第

の
で
な
い
こ
と
。

山
口
県
に
お
け
る
地
方
自
治
法

定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
公
正

又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間

十
二
年
九
月
二
十
八
日
（
火
曜

ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
の
間

す
る
も
の
は
、
山
口
県
民
文
化

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

参
し
、
又
は
書
留
に
よ
り
郵
送

な
い
。

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
公

と
。

県
環
境
生
活
部
文
化
振
興
課

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

に
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

（
同
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に

六
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
こ
と

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項

な
手
続
を
妨
げ
た
も
の
で
な
い

年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴

（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

日
）
午
後
二
時
か
ら
岩
国
市
三

ホ
ー
ル
規
則
（
平
成
八
年
山
口

載
し
た
事
業
計
画
書
及
び
同
条

し
て
山
口
県
環
境
生
活
部
文
化

指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と

募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の
構

と
。

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

と
な
る
者
を
構
成
員
と
す
る
も

に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指

こ
と
。

づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

法
人
等
（
法
人
格
を
有

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

と
。施

設
及
び
設
備
の
維
持

二

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

三

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る

い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要

る
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体

れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

一

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理

条
例
第
三
条
各
号
に
掲

条
例
第
四
条
第
二
項
の

館
す
る
こ
と
。

条
例
第
五
条
第
二
項
の

条
例
第
六
条
の
許
可
を

条
例
第
八
条
の
規
定
に

（
三
〇
六
）
秋
吉
台
国
際
芸
術

山
口
県
芸
術
村
条
例
（
平
成

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋

び
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七

笠
町
一
丁
目
一
番
一
号

こ
の
手
続
に
参
加
し
た

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山

七
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

し
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

で
あ
る
こ
と
。

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

関
す
る
事
項

こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ

件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

（
以
下
「
共
同
体
」
と
い
う
。
）

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
）
と

に
関
す
る
事
務
の
内
容

げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
掲

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開

す
る
こ
と
。

よ
り
、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取

村
に
係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に

十
年
山
口
県
条
例
第
二
十
三
号
。

吉
台
国
際
芸
術
村
に
係
る
指
定
管

り
公
告
し
ま
す
。

日

山
口

山
口
県
民
文
化
ホ
ー
ル
い
わ
く
に

者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等

委
託
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停

札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止

合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又

口
県
環
境
生
活
部
文
化
振
興
課

と
。

五

代
表
者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

日
ま
で
の
間

の
他
の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」

（
複
数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い

す
る
。

げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に

館
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。

り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む

係
る
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十

理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期

県
知
事

二

井

関

成

特
別
会
議
室
に
お
い
て
行
う
。

に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止

等
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

は
指
定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

二
六

い とれず 閉こ 一及 置又を。二



平成 年 月 日 金曜日

五

山 口

四

県 報 （号 外 ）

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
持
参
し
、

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し
よ
う
と

第
九
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
各

の
で
な
い
こ
と
。

山
口
県
に
お
け
る
地
方
自
治
法

定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
公
正

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で
な
い
こ

募
集
要
項
の
配
布

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

指
定
を
請
負
と
み
な
し
た
場
合

十
二
条
の
二
、
第
百
四
十
二
条

む
。
）
又
は
第
百
八
十
条
の
五
第

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い

２

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費

３

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年

又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

又
は
書
留
に
よ
り
郵
送
し
て
山

県
環
境
生
活
部
文
化
振
興
課

ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
の
間

す
る
も
の
は
、
山
口
県
芸
術
村

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項

な
手
続
を
妨
げ
た
も
の
で
な
い

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
公

と
。

（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

に
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

（
同
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に

六
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
こ
と

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第

こ
と
。

税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な

法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基

年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴

口
県
環
境
生
活
部
文
化
振
興
課

規
則
（
平
成
十
年
山
口
県
規
則

事
業
計
画
書
及
び
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指

こ
と
。

指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と

募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の
構

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

と
。

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

と
な
る
者
を
構
成
員
と
す
る
も

百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は

い
こ
と
。

づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る

に
閉
園
す
る
こ
と
。

条
例
第
五
条
第
二
項
の

こ
と
。

条
例
第
七
条
の
規
定
に

施
設
及
び
設
備
の
維
持

二

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

三

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

い
う
。
）
に
係
る
指
定
管
理
者

し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七

一

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理

条
例
第
三
条
各
号
に
掲

条
例
第
四
条
第
二
項
の

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山

七
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

（
三
〇
七
）
山
口
県
立
き
ら
ら

び
方
法
等

山
口
県
立
自
然
観
察
公
園
条

期
間

平
成
二
十
二
年
十
月
十

六

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を

芳
町
秋
吉
五
〇
番
地

秋

こ
の
手
続
に
参
加
し
た

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入

こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開

よ
り
、
自
然
観
察
公
園
の
使
用
を

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

関
す
る
事
項

、
山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察

の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及
び

日

山
口

に
関
す
る
事
務
の
内
容

げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号

合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又

口
県
環
境
生
活
部
文
化
振
興
課

と
。

浜
自
然
観
察
公
園
に
係
る
指
定
管

例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第

二
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日
（

吉
台
国
際
芸
術
村
研
修
室
一
に
お

者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等

委
託
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停

札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止

の
他
の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」

園
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す

拒
む
こ
と
。

日
ま
で
の
間

公
園
（
以
下
「
自
然
観
察
公
園
」

方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公

県
知
事

二

井

関

成

に
掲
げ
る
日
に
開
園
し
、
又
は
臨

は
指
定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

二
六

理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期

五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。

月
曜
日
）
午
後
二
時
か
ら
美
祢
市

い
て
行
う
。

に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止

等
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

六

と る と告時 。二及） 秋置又を



平成
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いるれず

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で
な
い
こ

募
集
要
項
の
配
布

指
定
を
請
負
と
み
な
し
た
場
合

十
二
条
の
二
、
第
百
四
十
二
条

む
。
）
又
は
第
百
八
十
条
の
五
第

の
で
な
い
こ
と
。

山
口
県
に
お
け
る
地
方
自
治
法

定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
公
正

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

が
な
い
こ
と
。

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い

２

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費

３

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年

又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

事
務
所
又
は
事
業
所
を
県
内
に

自
然
観
察
公
園
と
同
種
又
は
類

の
観
察
の
指
導
に
関
す
る
実
務
の

う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
（
以
下

も
が

及
び

か
ら

ま
で
に
掲

れ
か
が

及
び

に
掲
げ
る
要
件

法
人
等
（
法
人
格
を
有
し
な
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
公

と
。

に
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

（
同
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に

六
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
こ
と

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項

な
手
続
を
妨
げ
た
も
の
で
な
い

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴

（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

こ
と
。

税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な

法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基

年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基

有
し
て
い
る
か
、
又
は
設
置
す

似
の
施
設
に
お
い
て
自
然
保
護

経
験
を
有
し
て
い
る
者
を
一
の

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
複

「
共
同
体
」
と
い
う
。
）
に
あ

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当

に
該
当
す
る
も
の
）
と
す
る
。

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

こ
と
。

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第

募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の
構

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

と
な
る
者
を
構
成
員
と
す
る
も

に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指

こ
と
。

指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

と
。

い
こ
と
。

づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

る
予
定
が
あ
る
こ
と
。

に
関
す
る
普
及
啓
発
及
び
自
然

に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
さ
せ

数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い
ず

し
、
か
つ
、
そ
の
構
成
員
の
い

者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は

条
例
第
四
条
第
二
項
の

に
閉
館
す
る
こ
と
。

法
等

山
口
県
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ

う
。
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規

募
に
係
る
応
募
の
時
期
及
び
方

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七

一

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理

こ
の
手
続
に
参
加
し
た

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山

○
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

（
三
〇
八
）
山
口
県
健
康
づ
く

山
口
県
規
則
第
八
十
九
号

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

自
然
保
護
課
に
提
出
し
な

期
間

平
成
二
十
二
年
十
月
十

六

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を

知
須
五
○
九
番
地
の
五
三

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十

五

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号

ー
条
例
（
平
成
九
年
山
口
県
条

定
に
よ
り
、
山
口
県
健
康
づ
く
り

法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告

日

山
口

に
関
す
る
事
務
の
内
容

者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等

委
託
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停

札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止

合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又

口
県
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課

と
。

り
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者

）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

る
書
類
を
持
参
し
、
又
は
書
留
に

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日
（

自
然
観
察
公
園
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン

山
口
県
環
境
生
活
部
自
然
保
護

七
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
口
県
立

七

に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨

例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と

セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の

し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止

等
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

は
指
定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

三
○

の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及
び

事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書
及

よ
り
郵
送
し
て
山
口
県
環
境
生
活

火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
山
口
市

タ
ー
に
お
い
て
行
う
。

課の
間

自
然
観
察
公
園
規
則
（
平
成
十
三

時 い公 置又を。六方 び部阿 年



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 報

三
いるれ

（号 外 ）

二

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

が
な
い
こ
と
。

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

指
定
を
請
負
と
み
な
し
た
場
合

十
二
条
の
二
、
第
百
四
十
二
条

む
。
）
又
は
第
百
八
十
条
の
五
第

の
で
な
い
こ
と
。

山
口
県
に
お
け
る
地
方
自
治
法

定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
公
正

第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い

２

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費

事
務
所
又
は
事
業
所
を
県
内
に

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る
こ
と
が

う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
（
以
下

も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

法
人
等
（
法
人
格
を
有
し
な
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

こ
と
。

条
例
第
六
条
の
許
可
を
す
る
こ

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、

と
。施

設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

に
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

（
同
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に

六
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
こ
と

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項

な
手
続
を
妨
げ
た
も
の
で
な
い

こ
と
。

税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な

有
し
て
い
る
こ
と
。

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴

（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

事
項

で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ
の
他

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
複

「
共
同
体
」
と
い
う
。
）
に
あ

に
も
該
当
す
る
も
の
）
と
す
る

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

こ
と
。

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第

よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時

と
。

施
設
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消

関
す
る
こ
と
。

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と

と
。

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

と
な
る
者
を
構
成
員
と
す
る
も

に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指

こ
と
。

い
こ
と
。

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と

数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い
ず

。者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は

間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む
こ

で
の
間

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

及
び
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行

漁

港

の

名

称

公
募
に
係
る
説
明
会
を

敷
下
東
三
丁
目
一
番
一
号

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山

○
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

（
三
〇
九
）
甲
種
漁
港
施
設
に

山
口
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し

年
山
口
県
規
則
第
五
十
号

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

健
康
増
進
課
に
提
出
し
な

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十

六

そ
の
他

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で

四

募
集
要
項
の
配
布

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十

五

応
募
の
方
法
及
び
期
間

り
、
甲
種
漁
港
施
設
に
係
る
指
定

お
り
公
告
し
ま
す
。

日

山
口

わ
せ
よ
う
と
す
る
甲
種
漁
港
施
設

甲

種

漁

港

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日
（

山
口
県
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

口
県
健
康
福
祉
部
健
康
増
進
課

と
。

係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る

和
三
十
五
年
山
口
県
条
例
第
四
十

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
口
県
健

）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

る
書
類
を
持
参
し
、
又
は
書
留
に

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で

そ
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ

な
い
こ
と
。

山
口
県
健
康
福
祉
部
健
康
増
進

七
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
の

管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時

県
知
事

二

井

関

成

の
概
要

施

設

の

名

称

火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
山
口
市

第
三
研
修
室
に
お
い
て
行
う
。

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

二
九

応
募
の
時
期
及
び
方
法
等

七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。

康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成

事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書
及

よ
り
郵
送
し
て
山
口
県
健
康
福
祉

の
間

の
公
募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の

課間

八

期 吉四） 九び部 構



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

い

報

三四

（号 外 ）

二

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

主
た
る
事
務
所
を
県
内
に
有
し

公
募
に
係
る
甲
種
漁
港
施
設
に

は
事
業
所
を
有
し
て
い
る
か
、
又

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

法
人
等
（
法
人
格
を
有
し
な
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い

２

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費

３

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年

又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

条
例
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る
こ
と
が

徳

山

漁

港

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の

条
例
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

て
い
る
こ
と
。

三
十
分
以
内
に
到
達
す
る
こ
と

は
設
置
す
る
予
定
が
あ
る
こ
と

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴

（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

こ
と
。

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第

こ
と
。

税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な

法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基

年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基

規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
る
こ

に
よ
り
、
条
例
第
十
二
条
の
二

。関
す
る
こ
と
。

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

事
項

で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ
の
他

大
型
船
用
浮
桟
橋
、
小
型
船
用
浮
桟
橋

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七

港
施
設
で
知
事
が
定
め
る
も
の

る
事
務
の
内
容

届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

許
可
を
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の

と
。

が
で
き
る
場
所
に
、
事
務
所
又

。法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

る
。

者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は

い
こ
と
。

づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

と
。

第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
し
、

で
の
間

の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と

及
び
そ
の
他
の
漁
港
漁
場
整
備

号
）
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
漁

許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

名

称

（
三
一
〇
）
流
域
下
水
道
に
係

山
口
県
流
域
下
水
道
条
例
（

り
、
流
域
下
水
道
に
係
る
指
定

り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十

七

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を

町
一
番
一
号

山
口
県
農

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山

六
○
）
に
問
い
合
わ
せ
る

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十

六

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し

五
年
山
口
県
規
則
第
七
十

計
画
書
及
び
同
条
第
二
項

課
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

指
定
を
請
負
と
み
な
し

十
二
条
の
二
、
第
百
四
十

む
。
）
又
は
第
百
八
十
条

の
で
な
い
こ
と
。

五

募
集
要
項
の
配
付

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下

る
指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る
応

昭
和
六
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一

管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時

日

山
口

わ
せ
よ
う
と
す
る
流
域
下
水
道
の

七
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日
（

林
水
産
部
一
号
会
議
室
に
お
い
て

口
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備

こ
と
。

七
日
か
ら
同
年
十
月
一
日
ま
で
の

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
口
県
漁

一
号
の
二
）
第
十
二
条
第
一
項
各

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
持
参
し
て

ら
な
い
。

た
場
合
に
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
条
（
同
法
第
百
六
十
六
条
第
二

の
五
第
六
項
の
規
定
に
抵
触
す
る

山
口
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場

九

水
道
の
処
理
区
域
の
所
在
す
る
市
町

募
の
時
期
及
び
方
法
等

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と

県
知
事

二

井

関

成

概
要

の
間

金
曜
日
）
午
後
二
時
か
ら
山
口
市

行
う
。

課
（
電
話
○
八
三

九
三
三

三

間港
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事

山
口
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

こ
と
と
な
る
者
を
構
成
員
と
す
る

整
備
課

よお 滝五 十業備 九含も
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二三四

十
二
条
の
二
、
第
百
四
十
二
条

む
。
）
又
は
第
百
八
十
条
の
五
第

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

指
定
を
請
負
と
み
な
し
た
場
合

３

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年

又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

主
た
る
事
務
所
を
県
内
に
有
し

下
水
道
処
理
施
設
維
持
管
理
業

号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

標
準
活
性
汚
泥
法
に
よ
る
下
水

績
（
発
注
者
か
ら
直
接
業
務
の
委

う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
（
以
下

も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

法
人
等
（
法
人
格
を
有
し
な
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い

２

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費

周

南

流

域

下

水

道

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る
こ
と
が（

同
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に

六
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
こ
と

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴

（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

に
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基

年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基

て
い
る
こ
と
。

者
登
録
規
程
（
昭
和
六
十
二
年

る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

道
の
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に

託
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
複

「
共
同
体
」
と
い
う
。
）
に
あ

に
も
該
当
す
る
も
の
）
と
す
る

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

こ
と
。

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第

こ
と
。

税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な

岩
国
市
、
光
市
及
び
周
南
市

る
事
務
の
内
容

す
る
こ
と
。

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

事
項

で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ
の
他

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

と
な
る
者
を
構
成
員
と
す
る
も

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

と
。

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九

づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

建
設
省
告
示
第
千
三
百
四
十
八

係
る
業
務
の
委
託
を
受
け
た
実

を
有
し
て
い
る
こ
と
。

数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い
ず

。者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は

い
こ
と
。

で
の
間

の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と

名

称

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

ば
な
ら
な
い
。

期
間

平
成
二
十
二
年
十
月
八

七

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を

浅
江
九
二
九
番
地
の
一
二

こ
の
手
続
に
参
加
し
た

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十

六

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し

県
規
則
第
百
二
十
一
号
）

の
で
な
い
こ
と
。

山
口
県
に
お
け
る
地
方

定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ

地
方
自
治
法
第
二
百
四

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で

五

募
集
要
項
の
配
布

流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下

委
託
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停

札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止

合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又

口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

と
。

わ
せ
よ
う
と
す
る
流
域
下
水
道
の

書
類
を
持
参
し
て
山
口
県
土
木
建

日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日
（

五

周
南
浄
化
セ
ン
タ
ー
管
理
棟

者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画

七
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
口
県
流

第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第

の
公
正
な
手
続
を
妨
げ
た
も
の
で

十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に

そ
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ

な
い
こ
と
。

水
道
の
処
理
区
域
の
所
在
す
る
市
町

止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止

等
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

は
指
定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

三
七

概
要

築
部
都
市
計
画
課
に
提
出
し
な
け

火
曜
日
）
午
後
二
時
か
ら
光
市
大

会
議
室
に
お
い
て
行
う
。

に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

課の
間

域
下
水
道
規
則
（
平
成
十
七
年
山

項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書
及
び

三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の

な
い
こ
と
。

よ
る
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ

の
公
募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の

一
〇

又を。四 れ字置 口同 指と構
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二三四

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統

指
定
を
請
負
と
み
な
し
た
場
合

十
二
条
の
二
、
第
百
四
十
二
条

管
理
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け

る
。
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

２

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費

３

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年

又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

主
た
る
事
務
所
を
県
内
に
有
し

下
水
道
処
理
施
設
維
持
管
理
業

号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

標
準
活
性
汚
泥
法
又
は
オ
キ
シ

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る
こ
と
が

う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
（
以
下

も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

法
人
等
（
法
人
格
を
有
し
な
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い

田
布
施
川
流
域
下
水
道

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る

制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ

に
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

（
同
法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に

た
実
績
（
発
注
者
か
ら
直
接
業

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴

（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な

法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基

年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基

て
い
る
こ
と
。

者
登
録
規
程
（
昭
和
六
十
二
年

る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

デ
ー
シ
ョ
ン
デ
ィ
ッ
チ
法
に
よ

で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ
の
他

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
複

「
共
同
体
」
と
い
う
。
）
に
あ

に
も
該
当
す
る
も
の
）
と
す
る

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

こ
と
。

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第

こ
と
。

熊
毛
郡
田
布
施
町
及
び
平
生
町

る
事
務
の
内
容

す
る
こ
と
。

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

事
項

と
。

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

務
の
委
託
を
受
け
た
も
の
に
限

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

い
こ
と
。

づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

建
設
省
告
示
第
千
三
百
四
十
八

る
下
水
道
の
処
理
施
設
の
維
持

の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と

数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い
ず

。者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は

で
の
間

布
施
町
大
字
麻
郷
三
〇
三

う
。こ

の
手
続
に
参
加
し
た

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

公
募
に
係
る
応
募
を
し

県
規
則
第
百
二
十
一
号
）

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

ば
な
ら
な
い
。

期
間

平
成
二
十
二
年
十
月
八

七

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で

五

募
集
要
項
の
配
布

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十

六

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

む
。
）
又
は
第
百
八
十
条

の
で
な
い
こ
と
。

山
口
県
に
お
け
る
地
方

定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ

地
方
自
治
法
第
二
百
四

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、

九
番
地
の
三

田
布
施
川
浄
化
セ

者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等

委
託
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停

札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止

合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又

口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

と
。

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
口
県
流

第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

書
類
を
持
参
し
て
山
口
県
土
木
建

日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
間

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日
（

な
い
こ
と
。

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画

七
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で

の
五
第
六
項
の
規
定
に
抵
触
す
る

自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第

の
公
正
な
手
続
を
妨
げ
た
も
の
で

十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に

そ
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ

一
一

ン
タ
ー
管
理
棟
会
議
室
に
お
い
て

に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止

等
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

は
指
定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

三
七

域
下
水
道
規
則
（
平
成
十
七
年
山

項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書
及
び

築
部
都
市
計
画
課
に
提
出
し
な
け

火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
熊
毛
郡

課の
間

こ
と
と
な
る
者
を
構
成
員
と
す
る

三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の

な
い
こ
と
。

よ
る
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ

の
公
募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の

行置又を。四 口同れ田 も指と構



平成 年 月 日 金曜日

三四
いるれ

山 口

二

県 報

に
つ

一

（号 外 ）

公
山

条
第

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る
こ
と
が

う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
（
以
下

も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

法
人
等
（
法
人
格
を
有
し
な
い

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

に
閉
館
す
る
こ
と
。

条
例
第
五
条
の
許
可
を
す
る
こ

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に

い
て
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
よ

名

山

口

県

油

谷

青

年

教

育

委

告青
年
の
家
に
係
る
指
定
管
理
者

口
県
青
年
の
家
条
例
（
昭
和
四
十

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
年
の
家

こ
と
。

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

事
項

で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ
の
他

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
複

「
共
同
体
」
と
い
う
。
）
に
あ

に
も
該
当
す
る
も
の
）
と
す
る

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

る
事
務
の
内
容

務
に
関
す
る
こ
と
。

よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

と
。

青
年
の
家
の
使
用
の
許
可
を
取

関
す
る
こ
と
。

山

う
と
す
る
青
年
の
家
の
概
要

称

位

置

の

家

長

門

市

員

会

の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期
及

四
年
山
口
県
条
例
第
二
号
。
以

に
係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に

百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は

で
の
間

の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と

数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い
ず

。者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

り
消
す
こ
と
。

口
県
教
育
委
員
会

び
方
法
等

下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十

係
る
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等

平
成
二
十
二
年
九
月
十

七

そ
の
他

平
成
二
十
二
年
九
月
十

六

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し

県
教
育
委
員
会
規
則
第
六

び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲

会
教
育
・
文
化
財
課
に
提

期
間

地
方
自
治
法
第
二
百
四

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で

五

募
集
要
項
の
配
布

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

期
間

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員

山
口
県
に
お
け
る
地
方

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定

で
な
い
こ
と
。

第
二
項
に
規
定
す
る
者

２

所
得
税
又
は
法
人
税

３

民
事
再
生
法
（
平
成

又
は
会
社
更
生
法
（
平

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

主
た
る
事
務
所
を
県
内

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

七
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で

七
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
口
県
青

号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

げ
る
書
類
を
持
参
し
、
又
は
書
留

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に

そ
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ

な
い
こ
と
。

山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
・
文

力
団
員
（
法
第
二
条
第
六
号
に
規

な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過

。等
の
統
制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

管
理
者
の
指
定
の
手
続
に
お
い
て

で
な
い
こ
と
。

、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て

十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

。に
有
し
て
い
る
こ
と
。

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

の
間

の
間

年
の
家
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山

る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

に
よ
り
郵
送
し
て
山
口
県
教
育
庁

よ
る
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ

の
公
募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の

化
財
課

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下

し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等

い
こ
と
。

六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の

、
そ
の
公
正
な
手
続
を
妨
げ
た
も

い
な
い
こ
と
。

に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立

に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

一
二

口及社 と構 同」二の てて十）

教

育

委

員

会



平成

れ

年 月 日 金曜日

二三
いる

山 口 県

一

報

公
山

う
。

に
係

（号 外 ）

も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

法
人
等
（
法
人
格
を
有
し
な
い

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

と
。施

設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る
こ
と
が

う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
（
以
下

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

に
閉
館
す
る
こ
と
。

条
例
第
五
条
の
許
可
を
す
る
こ

五
六
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

告山
口
県
秋
吉
台
少
年
自
然
の
家

口
県
少
年
自
然
の
家
条
例
（
昭

）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

る
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ

公
募
に
係
る
説
明
会
を
平
成
二

谷
伊
上
一
〇
六
八
番
地

山
口
県

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務
委
託
に

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
教

に
も
該
当
す
る
も
の
）
と
す
る

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

山
口
県
秋
吉
台
少
年
自
然
の
家

関
す
る
こ
と
。

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

事
項

で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ
の
他

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
複

「
共
同
体
」
と
い
う
。
）
に
あ 山

る
事
務
の
内
容

務
に
関
す
る
こ
と
。

よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

と
。

に
係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に

和
四
十
七
年
山
口
県
条
例
第
五
十

、
山
口
県
秋
吉
台
少
年
自
然
の

い
て
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す

十
二
年
九
月
二
十
七
日
（
月
曜

油
谷
青
年
の
家
に
お
い
て
行
う

務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係

係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措

審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
指

育
庁
社
会
教
育
・
文
化
財
課
（

。者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
す
こ

で
の
間

の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と

数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い
ず

口
県
教
育
委
員
会

げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

係
る
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等

三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

家
に
係
る
指
定
管
理
者
の
公
募

。 日
）
午
後
三
時
か
ら
長
門
市
油

。る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
又

置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を

定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

電
話
〇
八
三

九
三
三

四
六

書
及
び
同
条
第
二
項
各
号

庁
社
会
教
育
・
文
化
財
課

期
間

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十

五

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則

山
口
県
に
お
け
る
地
方

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定

で
な
い
こ
と
。

地
方
自
治
法
第
二
百
四

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で

四

募
集
要
項
の
配
布

主
た
る
事
務
所
を
県
内

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

１

地
方
自
治
法
施
行
令

第
二
項
に
規
定
す
る
者

２

所
得
税
又
は
法
人
税

３

民
事
再
生
法
（
平
成

又
は
会
社
更
生
法
（
平

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
掲
げ
る
書
類
を
持
参
し
、
又
は

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
・
文

七
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
口
県
少

第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

管
理
者
の
指
定
の
手
続
に
お
い
て

十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に

そ
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ

な
い
こ
と
。

に
有
し
て
い
る
こ
と
。

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

力
団
員
（
法
第
二
条
第
六
号
に
規

な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過

。等
の
統
制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な

で
あ
る
こ
と
。

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

で
な
い
こ
と
。

、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て

十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

。

一
三

書
留
に
よ
り
郵
送
し
て
山
口
県
教

化
財
課

の
間

年
自
然
の
家
規
則
（
昭
和
四
十
八

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計

六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の

、
そ
の
公
正
な
手
続
を
妨
げ
た
も

よ
る
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ

の
公
募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下

し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等

い
こ
と
。

）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又

い
な
い
こ
と
。

に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立

に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立

育 年画 二のと構 十）同」 はてて



平

る

成 年 月 日 金曜日

二三
い

山 口

時
期

一

県 報

公
山

十
条

（号 外 ）

六

法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
（
以
下

条
例
第
五
条
の
許
可
を
す
る
こ

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

と
。施

設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る
こ
と
が

う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

及
び
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

と
。 詳

細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
教

五
六
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

告山
口
県
ふ
れ
あ
い
パ
ー
ク
に
係

口
県
青
少
年
交
流
施
設
条
例
（
平

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を
平
成
二

東
町
赤
二
一
二
八
番
地
の
一
七

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務
委
託
に

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、

「
共
同
体
」
と
い
う
。
）
に
あ

と
。

施
設
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消

関
す
る
こ
と
。

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

事
項

で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ
の
他

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
複

り
公
告
し
ま
す
。

山

る
事
務
の
内
容

務
に
関
す
る
こ
と
。

よ
り
、
同
条
第
一
項
の
使
用
日

育
庁
社
会
教
育
・
文
化
財
課
（

る
指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る

成
九
年
山
口
県
条
例
第
四
号
。

ふ
れ
あ
い
パ
ー
ク
に
係
る
指
定

ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
の
間

十
二
年
九
月
二
十
四
日
（
金
曜

山
口
県
秋
吉
台
少
年
自
然
の
家

務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係

係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措

審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
指

っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い
ず

し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む
こ

で
の
間

の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と

数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

口
県
教
育
委
員
会

又
は
使
用
時
間
を
変
更
す
る
こ

電
話
〇
八
三

九
三
三

四
六

応
募
の
時
期
及
び
方
法
等

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の

日
）
午
前
十
時
か
ら
美
祢
市
美

に
お
い
て
行
う
。

る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
又

置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を

定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

及
び
同
条
第
二
項
各
号
に

四

募
集
要
項
の
配
布

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十

五

応
募
の
方
法
及
び
期
間

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員

山
口
県
に
お
け
る
地
方

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定

で
な
い
こ
と
。

地
方
自
治
法
第
二
百
四

が
な
い
こ
と
。

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

主
た
る
事
務
所
を
県
内

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

で
な
い
こ
と
。

法
人
等
の
代
表
者
が
暴

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と

れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

法
人
等
（
法
人
格
を
有

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

１

地
方
自
治
法
施
行
令

第
二
項
に
規
定
す
る
者

２

所
得
税
又
は
法
人
税

３

民
事
再
生
法
（
平
成

又
は
会
社
更
生
法
（
平

六
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲

掲
げ
る
書
類
を
持
参
し
、
又
は
書

山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
・
文

七
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
口
県
青

等
の
統
制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

管
理
者
の
指
定
の
手
続
に
お
い
て

十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に

そ
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ

な
い
こ
と
。

。に
有
し
て
い
る
こ
と
。

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

力
団
員
（
法
第
二
条
第
六
号
に
規

な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過

。 い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
）
と

し
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

で
あ
る
こ
と
。

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

で
な
い
こ
と
。

、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て

十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画

留
に
よ
り
郵
送
し
て
山
口
県
教
育

化
財
課

の
間

少
年
交
流
施
設
規
則
（
平
成
九
年

い
こ
と
。

六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の

、
そ
の
公
正
な
手
続
を
妨
げ
た
も

よ
る
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ

の
公
募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七

る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下

し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等

す
る
。

代
表
者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の

）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又

い
な
い
こ
と
。

に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立

に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立

一
四

書庁 山 二のと構 十）同」 いはてて



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

六

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務
委
託
に

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
教

五
六
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

社
会
教
育
・
文
化
財
課
に
提
出
し

期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
か

そ
の
他

公
募
に
係
る
説
明
会
を
平
成
二

宇
町
二
二
七
三
番
地
の
二

山
口

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業

係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措

資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措

審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
指

育
庁
社
会
教
育
・
文
化
財
課
（

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で
の
間

十
二
年
九
月
二
十
八
日
（
火
曜

県
ふ
れ
あ
い
パ
ー
ク
本
館
に
お

務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係

置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
又

置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を

定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

電
話
〇
八
三

九
三
三

四
六

日
）
午
後
三
時
か
ら
岩
国
市
由

い
て
行
う
。

る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

一
五



平
成
二

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
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刷

十
二
年
九
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七
日
発
行
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行
所

山
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県
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